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1 .研究のE的と背景

本稿の目的は，小規模市町村の教育行政にお

ける民主牲をいかに確保するのかについて検討

することである。これまで，小規模市町村教育

委員会に対しては，職務遂行体制が弱体なため

に充実した教育行政が実施できていないことが

繰り返し指摘されてきた。近年ではこの課題へ

の解決策として，小規模市町村の教育行政を補

強する組織体制J，すなわち水平的補完と垂直的

補完の実施が推奨されている。本稿では，両補

完のもとで民主性がどのように確保できるのか

を考究する。

教育委員会法の成立に基づき， 1952年，市区

間ー村教育委員会が全面一斉に発足した。当時の

教育委員会制度の設計過程では，委員会の適正

設量規模が検討されている。議論の背景には，

自治体の財政状況によって地域の教育あるいは

教育行政が左右されかねないこと，とりわけ小

規模市町村-においては教育長や教育委員などの

適任人材の確保が困難であると同時に，事務局

職員や専門的職員が十分に配置できないことへ

の懸念があった。

教育委員会制度の導入当時から2014年の地方

教育行政の組織及び運営に関する法律 (U.、下，

地教行法と略記)の一部改正に至るまでの展開

を通観すると， 60年超の制度史のなかで教育委

員会は大きく変容したといってよい。その一方

で，小規模市町村を取り巻く前述の問題状況は

引き続き指摘されており，改善の兆しはみえな

い(1)。それどころか， 1990年代以降に急進する
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地方分権改革の推進や規制緩和を背景として，

「平成の大合併jによる大規模市IUTが発足し，ス

ケールメリット(規模の利益)を生かした行政

サービスが提供されている一方で，合併を選択

しなかった小規模市町村はいまだに数多く残存

しており，自治体規模格差は一層顕著になって

いる。

小規模市町村-教育委員会が抱える課題のひと

つに職員数の不足がある。多くの小規模市町村

では，財政基盤が脆弱なために事務局職員や専

門的職員が十分に配置できず，職務遂行体制lが

整っていないことによって 教育行政能力が低

いことが指摘されてきたω。小規模市町1寸教育

委員会の職務遂行体制を強化する手段としてつ

ぎの 2つがある。まず，近隣自治体11号で事務を

共同処理して効率化を国る水平的補完，つぎに，

都道府県教育委員会からの指導，助言または援

助を通じた垂直的補完である。荷補完は，外部

機関との連携-協働を通じて，小規模市町村ーの

財政基盤の脆弱さを補填し，教育行政の合理的

経営を実現する仕組みとして評価できる。一方

で，教育委員会制度の理念である教育行政の

「民主化J，1-分権化Jの側面からみれば，補完策

によって小規模市町村教育委員会の体制を強化

すること自体が，制度の理念から逸れる可能性

も有している。すなわち，隣接する自治体と連

携し，行政i玄域が広範になることによって，当

該自治体住民の民意が反映されにくくなったり，

あるいは，上位部局からの指導・助言・援助に

依った行政運営が進むことで上意下達の行政体

制を強化することが考えられる。

先行研究として地方教育行政の民主性と効率

-49-



性について分析したものに高木ら ωがある。ま

た，水平的補完の研究として窓村の一連の研

究(4)や松井ら (5) 垂直的補完の研究として堀内

の研究 (6)などがある。高木らの研究1;;):，本稿と

研究関心をーにする。高木 (7)が示す民主性と効

率性の概念は，地方教育行政研究における重要

な論点を提示している。一方で，事例分析から

の f経験的一般化jC討を踏まえた理論化へは至っ

ておらず，民主牲がし 3かにして保障されるのか

という間いに対して，十分にJ;亡、えてはいない。

水平的補完についての上記 2つの研:究は，事例

分析を踏まえたうえで運営上の効果および課題

を提示している口しかし，民主性の確保につい

ては研究の射程に含まれていない。垂直的補完

に関する堀内の間:究は 都道府県教育委員会教

育事務所の機能に着目している。堀内が指摘す

る垂直的補完の機能および可能性については，

第4節で検討ーする。

上述の問題の背景を踏まえると，小規模市町

村教育委員会においては 効率的運営(教育行

政の合理的経営)と民主性保障の荷方が求めら

れていることが理解できる。そして，効率的運

営を呂的とする水平B~補完と垂直的補完の機能，

効果に関して，若干の事例研究が蓄積されてき

た。しかし，この両補完のもとで，教育行政が

理念とする民主性をいかに確保するのか，その

あり方については考究されてこなかった。この

点で，本稿は既存研究の欠落を宇宙うものとして

位置づけられる。

本稿では，第 2節で教育行政の民主性概念を

整理し，それ以降における分析の観点を示す口

第3節では，水平的補完に焦点を当てて小規模

市町村ー教育委員会の課題を概括したうえで，補

完における民主性について検討する。第 4節で

は，垂直的補完に着目し，上意下達に傾かない

なかで民主性をいかに確保するのか，そのあり

方を検討する。第 5節では，本稿の総合的考察

を述べる。

2.概念の整理と分析の観点、

(1)地方教育行政における民主性概念

高木 (9)によると，行政における民主性の第一

義は，内容的かつ手続的にどの程度の民意を反

映しているのか，住民の要望にどの程度応えて

いるのかにある。そして，民主性は実体的民主

性と手続的民主性の 2つに大別できる。前者は，

行政行為あるいは施策内容(実体的側面)その

ものの民主性を含意する。後者は，行政の実施

過程(手続的側面)における民主性をさし，こ

こからさらに，決定過程における民主性 (1民
意」の付度，尊重，反映，合意など)と，執行

過程における民主性(行政組織内部の関係者，

仔政作用の対象となる組織関係者の「意思jの

確認・反映， 1納得」の確認，合意など)に分節

できるという。以下では高木の定義に依拠して，

地方教育行政における民主性概念を整理する。

実体的民主性は，行政の内容，内実に主tl長を

おく。ここでは，行政の具体的内容に対する公

平性，正当性，平等性，公益性など，多様な性

質の指標によって，それが国民，住民にとって

納得しうる(民主性を確認しうる)ものである

か否かが問われる。しかしながら，その複雑多

様な指標のどこに価値を置くのかについて一般

化は難しく，指襟自体が国民，住民のなかで共

有されているとはいいがたしヨ。種々の価値が存

在するなかで，そこから生ずる複数の評価，判

断のどこに重きをおくのか，それ自体を評価す

ることは困安住である。

手続的民主性は，行政の実施にかかる政策過

程に主眼をおく。

まず，政策形成や意思決定過程に着自した決

定過程における民主性の側面からは，民意(住

民意思)をくみ坂るルート または手続きが保

障される必要がある。公選告u教育委員会制度の

もとでは，教育についての意思決定を住民自身

が行うことによって公正な民意を教育行政に反

映させ，教育の住民自治を実現することが目指

された。ここでは 公選による教育委員こそが

民主性(ここでは決定過程における民主性)を

確保するルートとなる。現行の法制度のもとで

は，決定過程における民主性はつぎの 3つのル

ートによって確保されている。第一に，公選に

よる首長ルート(地教行法第22条ならびに第23

条の規定する範囲内の権限)，第二に，同じく公

-50-



選の議員によって構成される議会ルート(条例

の制定または改廃，予算編成等の範囲内の権限)， 

第三に，素人統制の役割が期待される教育委員

から構成する教育委員会ルート(地教行法第21

条の規定する範囲内の権限)である。これ以外

の非公式ルートとして，住民参加の公聴会等に

よる住民意思の回収などが想定される。

執行過程における民主性は，とくに行政組織

内部において焦点となる。ここでの[民jは必

ずしも国民や住民を意味しないD つまり，この

場合は，組織内部において上位機関(上位者)

から下位機関(下位者)に対する個知的条件，

主体的意思の付度の程度が関われたり，あるい

は地方教育行政機関，行政作用の客体である学

校(他人としての教職員も内包する)，社会教育

団体等との関係における，主体性や意v患の付j支3

個別的条件に対ーする配慮が関われる。教職員人

事についての当事者の意向の反映，指導行政に

おける教師の自律性，専門性への尊重が一例と

いえる。

以上から，民主性概念を実体的民主性と手続

的民主性に大きく分け，本稿ではとくに後者に

をあてる口本稿ではこれらを分析の観点と

して設定し，小規模市町村教育委員会の職務遂

行体制の補完においていかに民主性が確保され

うるのかを検討する。

(2)職務遂行体制の補完にとっての効率性と民

主性の連関

継続的な人口の減少にあり，限界集落などの

過疎地，へき地の地域問題が顕在化しつつある

現代田本社会において これら条件不利地域の

教育行政サーピスの持続可能性を考えるならば，

水平的補完，垂産的補完の方策による多様な地

方教育行政のかたちについて，いまだに検討の

余地が残っている (ω。換言すると，市町村自ら

が単独で事務すべてを処理する「フルセット主

義jから「自治体関連携・補完」への一部転

換(11)が積撞的に模索，検討されてよい。連携，

補完のもとで，既存の行政区域の枠を越えて規

模を拡大することによって，今日の多様化，高

度化する幅広い行政課題に対して，柔軟かつ的

確な対r6が可能となる側面もある D 機関等の共

同設置方式を用いて，近隣自治体で共同して指

導主事を配置する水平的補完は， i自治体関連

-補完jの方針のひとつであり，一部自治体

が活用している。

スケールメリットを効果的に活用した「自治

体関連携・補完」は，行政運営において一定の

効率性を有する。財政的制約が大きく，教育行

政運営上の課題を多く抱える小規模市町村教育

委員会にとって，行政の質を維持する手段とし

て有効で、あり，教育行政の合理的経営の試みと

して評価できる。しかし実際のところは，機械

的効率性のみが追求され，経費節減，人件費削

減が前面に押し出されることによって，教育委

員会統合後の事務局職員数が過度に縮減される，

組織の「スリムイヒjが志向される恐れがある。

この場合の[自治体関連携・補完Jは，行政サ

ービスの維持，向上へと連動しないどころか，

低下をも招きかねない。さらに，職務遂行体制

の補完によって教育行政区域が結果として広域

イじすることで，範域内の人口が単純に増加し，

民意がより一層複雑多様になることは容易に推

沼IJできる。ここでは，民意への応答，反映が難

しくなり，その程度が低下傾向になることが危

倶される。

地方行政を取り巻く状況を踏まえると，地方

教育行政における民主化と効率化は f車の両輪J

のようにバランスを保ちつつ追求される必要が

ある (2)。まして，諸課題を抱え，効率性がます

ます要請される小規模市町村においては，それ

と伺持に民主性をいかにして確保するのかにつ

いての視点が見逃されてはならない。

3.水平的補完

(1)適正規模論から水平的補完の模索へ

布II町村教育委員会の適正設置規模は，教育委

員会制度の導入以来，つねに教育行政学研究の

関心のひとつであった。それは言い換えると，

研究上それを明らかにすること自体が困難であ

ったことの証左でもある口教育委員会設置当初

は，専門的職員を相当数配量し，教職員人事が

ある程度円j骨に実施できる規模として，地域教
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育計碩の基盤となる生活圏程度の広さが求めら

れた刷。そして，この条件を満たす郡市単位の

平均10万人，最低 5万人が教育委員会の適正設

置規模として認知されていったM G

しかしその後，全国に市区町村教育委員会が

必賓となったことで，教育行政の民主化を推進，

実現すると問時に，絞られた資源を有効に活用

する合理化，効率化の必要が高まった。これを

契機として，教育行政の経営学的研究が要請さ

れることとなる。日本においてこれは， 1960年

代の伊藤和衛らの一連の研究(15)に端を発して隆

盛をみた。しかし，伊藤による重層構造(16)の議

論の対象となったのは学校経営分野に限定され，

狭義の教育行政分野での研究蓄積は乏しい。こ

れは，宗像-伊藤論争にみるように，教育の民

主化を第一に進める立場にたつ宗像からの批判

を浴びたこと(17) 教育行政過程の研究の重要性

を理解しつつも実証的研究が厨難であったこ

と仰などに要因があった。

近年は，大規模全国調査によって適正設置規

模の実証的研究が蓄積されている。たとえば，

十分な職務遂行体制を備えるだけの財政力を有

する規模として人口10万人以上を示す加治佐川，

人口 5万人以上の自治体において教育改革進展

度との相関がみられることを明らかにした堀・

柳林(20)などがある口これらの研究では，その後

の市町村合併政策，つまり「平成の大合併」に

よる教育委員会設置規模の拡大に対ーする期待が

示された(刊。ところが実際には， I平成の大合

併J以後に先行研究で示された規模を満たす自

治体が大きく増加したとはいいがたく，人口 1

万 5千人未満の自治体はいまだに全体の 3分の

1ほどを占めるω。もはや 市町村合併政策の

ような外的要因による教育行政の広域化が期待

できないなかでは，小規模であることを前提と

した事務処理体制の拡充，教育行政能力の維持，

充実の方法が模索されなければならない。そこ

で，既存の行政単位を維持したままで，教育行

政能力を檎強する水平的補完が推奨されている。

(2)水平的補完のしくみと具体像

水平的補完は，近隣自治体問で事務の一部，

あるいはすべてを共同で処理する広域行政であ

る。これには，事務の委託，協議会の設置，機

関等の共同設置，一部事務組合，広域連合など

のしくみがある。教育委員会が所掌する教育事

務の共同処理については，おもに後者の 3つが

用いられる。機関等の共同設霞方式では，運営

にかかる経費を複数自治体が共同で負担し，設

置する。教育分野では，指導主事の共同配置等

の事例がある。また，法人格を有する一部事務

組合と広域連合は，独立した特別地方公共団体

となる。そのため，長である管理者(一部事務

組合)あるいは広域連合長(広域連合)，ならび

に議会等の設量が義務づけられる。一部事務組

合が教育事務を所掌する場合は，教育委員会が

必置となる。なお，一部事務組合，学校組合に

よる小規模開";J;1"の行政能力補完は，すでに明治

期の町村市J，地方学事通則，小学校令によって

制度化されていた。第二次世界大戦直後は新制

中学校創設の要請を背景に，さらに全国に学校

組合が設立されていった経緯がある ω。

近年では， 2007年の地教行法改正にあたり，

小規模市町村教育委員会の職務遂行体制充実を

自的として，教育委員会の共同設霊や一部事務

組合制度を活用することが努力義務とされた

(地教行法第55条 2)。くわえて，中央教育審議

会(以下，中教審)答申[今後の地方教育行政

の在り方についてJ(20l3年)がこれまでと同

様に，近隣自治体連携による教育行政の広域化

を提案している。

実際に，文部科学省調査酬によれば79教育委

員会が一部事務組合等の共同教育委員会を設置

している (2015年度)0 これは，総数1，815市豆

町村教育委員会の4.4%にあたる。ここからは，

一定数の自治体が水平的補完によって教育事務

を共同処理していることがわかる。共!司教育委

員会が処理する事務内容としては，教員研修の

企画・運営にかかる教員研修行政，視聴覚ライ

ブラリー運営等の社会教育行政，給食センター

の運営の 3つの事例が多くを占める。このよう

に水平的補完を用いて，限られた資源を効率的

に活用する行政の合理的経営が進められている。

さらに，総務省内研究会の報告書四では，住
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長に最も身近な基礎自治体である市町村への事

務権限移譲を前提として広域化を促し，市町村

の実情に合わせた事務処理体制となっているの

かを再考するように提起している。これによっ

て，多様化，高度化するi幅広い行政課題に対し

て，的確な対応、が可能となるという。教育行政

分野では教職員人事権・研修権の市町判ーへの一

部移譲について検討が進められている。しかし，

実際の水平的補完の事例に鑑みると，権I~l移譲

のため，あるいは行政サービスを新規で実施し

たり既存のサービスを拡充するためというより

は，国の合併政策に iもれたJ小規模市自が

「生き残りjをかけて事務を共同処理している場

合が多い。そしてこの場合は，財政の節減(効

率化重視)に主践を置くため，国が想定する行

政能力の向上とは連動しない事態も想定できる。

(3)小括

水平的補完における民主性の確保について，

分析の観点にもとづいて検討する。

カ1]治佐はそれまでの研究を踏まえ，教育行政

の広域化のi塩害要因としてつぎの 5点を挙げて

いる凶D ①教育委員選出にかかる不公平さ，②

経費の負担方法の調整，③結果として職員の増

配につながらずに職務遂行体制が充実しない，

④広域化の方策次第では法人設立にかかる事務

手続きが要され，負担が大きい，①共同教育委

員会と構成自治体首長ら，既存市町村教育委員

会との関係の複雑さおよび事務手続きの煩雑さ

である。

①と②は民主性の側面から，①と④は効率性

の側面から，①は双方の側面から，それぞれ解

君tすることができる。

①については，決定過程における民主性確保

のルートとして，教育委員を自分たちの自治体

から選出できる/できないのか，水平的補完に

おける構成自治体問の勢力均衡における手続的

民主性への問題とみてよい。公選制教育委員会

制度では，公選による教育委員会が素人統制を

通して住民意思を反映させる機関として位置づ

けられていた。現在では公選制は魔止されてい

るものの，新たに教育委員の選出方法をめぐる

民主性の問題が表出している。地教行法は，教

育委員の任命について「委員の年齢，性別，職

業等に著しい偏りが生じないように配慮Jする

ことを求め，そのなかに保護者が必ず含まれる

ようにすることと定めている(地教行法第 4条

の5)。ここでは，地域割による教育委員の選出

は当然ながら規定されていない。構成市町村数

が共同教育委員会の委員定数を上回る場合は，

どの自治体から委員を選出するか，何名選出で

きるのかといった争点が不公平惑を生み，これ

をもって広域化がIlli害される恐れがある。

②については，共同処理する事務にかかる経

費負担に対する均等割，人口割，児童生徒数割

などの手段をめぐる問題である。

③ならびに④については，広域化実現にかか

る事務負担の新出に対して，それを上回る使益

が得られるのかという論点に収徴される。既述

のとおり，多くの水平的補完事例にとってその

居的は，スケールメリットを生かした財政支出

の節減にある。そのため，③のように事前に想

定される効果が継続して見込めない場合は，広

域化の解消に至ることもある。それに対して，

@は設立時の一時的な事務手続きの負担である。

それ以降において確実な，かつ将来的な効果が

得られるのであれば，方法次第では克服しうる

課題といえる。

⑤の場合は，補完関係にある構成市町村の首

長ならびに構成市町村教育委員会(一部事務組

合方式の場合，既存市町村教育委員会は残置)

などの政策アクターが増加するために，調整手

きが煩雑化し，機械的効率性は低下する。

2014年に地教行法が改正されてt)、降は総合教育

会議の設置が義務づけられたため，これまで以

上に調整が雑化することが予想される。しかし，

地域住民や行政作用の客体となる学校や社会教

育団体等の民意を尊重する姿勢に立つならば，

多様かつi幅広い民意(住民の教育意思)を調達，

鴎収できるルートが複数にわたることは好まし

い。肯定的にとらえるならば，ルートを拡大し

複様化したうえで，民主性を確保していくこと

ができる。

以上から，水平的補完においては，委員の選
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出方法ならびに複数の政策アクターをめぐる手

続的民主性が論点となり，間われることが理解

できる。

水平的補完における民主性については，従来

から，行政区域の拡大に起因した行政と地域住

民の物理的距離，心理的距離の誰I~I[ に対する j懸

念があった。教育委員会の活性化を自的として，

共同教育委員会による教育行政の広域化を推奨

した臨時教脊審議会(以下，鵠教審)の活動当

時から，安易な広域化ではなく，住民と教職員

などの積極的な協力を得ながら活性化を実現す

るべきとの指摘がみられる口九これは決定過程

における民主性の低下に対する懸念で、ある。

一般的に多くみられる行政の広域化には，廃

棄物処理や介護保険制度 消防・救急などの分

野での事例が多い。これらには，民主性以上に

効率性や合理性の側面が追求される。一方で，

教育のように「人間の営み」に藍接的に作用す

る分野では民主性の保障は必須であろうし，む

しろ教育自体が国民の民主性育成に作用してい

る側面もある。ここから考えると，教育行政の

広域化では決定過程における民主性の確保が要

請される。さらに，上述のとおり水平的補完の

もとで事務を共同処理することは，政策過程に

おける利害関係者の増加をともなう。したがっ

て，執行過程における民主性の確保も同様に求

められることとなる。

以上を踏まえ， 2015年度以降の新教育委員会

制度における民主性の確保について考究する。

新制度では，これまで制度の理念とされてきた

独立した教育行政に対して 首長の関与が強化

する恐れが指摘されている。その反田で見方を

かえるならば，公選による蓄長が，総合教育会

議の主宰，大綱の策定等の手段を通じて，教育

政策過程の一部に参入することにより，決定過

程における民主性確保のルートが制度的に保離

され，民意調達手段が多岐にわたるために，一

定の評価はできる。ただし，新制度はあくまで

首長ルートによる民主性確保が制度的に担保さ

れたにすぎず，必ずしも首長が民意を政策へ反

映するとは限らない。反映の程度も首長によっ

て濃淡があることは予想できる。すなわち，実

体的民主性を保障するための十分条件とはいえ

なし、。

新教育委員会制度のもとで，水平的補完の教

育委員会における民主性はどのようにとらえら

れるか。水平的補完事例として最多の一部事務

組合教育委員会を例に挙げると，総合教育会議

を構成する首長ならびに教育委員の属性が民主

性確保の焦点のひとつとなる。

一部事務組合は特別地方公共団体であるため，

議会，管理者等の執行機関の設置が義務づけら

れ，教育事務を処理する場合は教育委員会が必

置とされる。多くの場合では，この長は人口最

大規模自治体や政治経済的に地域の中心となる

自治体(ここでは核自治体とよぶ)の長が兼任

している。つまり，一部事務組合の管理者なら

びに教育長は，核自治体のそれが兼務すること

で，核自治体関係者を中心とする総合教育会議

が構成されやすい。制度としては，広域化によ

る民意調達の地域的拡大(民主性保輝lレートの

地域的拡大)は図れる。しかし実態としては，

核自治体を中心とした民意(一部の住民意思)

を収拾する jレートに限定される(民主性確保の

ルートの実質的狭小化)恐れがある。

また，加治佐の示す組害要因①と関連して，

この選出方法では委員を自治体の利益代表とみ

なす前提が含意される。行政匿域の拡大による

教育委員の適正人材の選択肢が拡充することに

ともなって，より優れた人材が確保できるので

あれば，既存自治体からの定数選出にこだわる

必要は必ずしもない。教育行政に造詣の深い人

材が同一自治体に在住するならば，居住区域に

かかわらずに委員として選出されてもよいし，

こちらの方が地教行法の趣旨に沿っている。し

かし，全国の事例の傾向として，多くは既存行

政区域を単位とする選出が行われている。こう

した方法が真に民主性を担保する教育委員の選

出になっているのかについては，実態調査を踏

まえてさらに中食討されなければならない。水平

的補完事例における区域定数ごとの教育委員選

出は，民主性後退のー側面を有するとみること

もできる。
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4.垂直的補完

(1)市町村教育委員会に対する支援の要請

教育委員会法の制定当時から，小規模市町村

の小さな封政力に起因した教育委員会事務局の

事務処理体制の脆弱さが問題視され，幾度にわ

たって広域化が勧告されてきた。それを受けて，

教育委員会事務局の職務遂行体制の拡充が長年

にわたり模索されてきた。臨教審答申によって，

教育委員会の形骸化，不活性化が指摘されて以

降は，教育委員会存廃も含めて議論され，狭義

の教育委員会の問題(会議の機能不全，教育長

人事等)を包含した問題が注目されるようにな

った。

1990年代からは，地方分権推進委員会の活動

にみられるように分権改革や規制緩和が重なり，

都道府県から市町村への権限移譲を授野に入れ

た広域行政の議論が高まっていく。教育委員会

制度を含む地方教育行政も伺様であった (2ヘた

とえば，地方分権推進委員会活動終了後の中教

審教育行政部会まとめ「地方分権時代における

教育委員会の在り方についてJ(2005) では，

小規模市町村教育委員会事務局の体制の弱体性

を問題視し，対応として広域化(水平的補完)

を提言している。そのうえで広域化をより推進

するために，国と都道府県が市町村の事情に応

じて広域化実施の支援を行うこと，さらに，地

理的な事情等により事務処理の広域化が困難な

市i町村iこ対しては適切な支援(指導主事等の専

門的職員の派遣)を行うことを提言した。この

提案の方向性は，中教審答申「今後の地方教育

行政の在り方についてJ(2013年)へ継承され，

小規模市町村教育委員会への指導主事配置に対

する[!lや県の財政的支援の必要性を提示してい

る。

以上のようにこれまでの答申等では，小規模

市町村教育委員会の課題がくり返し認識され，

対応として広域化が提言されてきた倒。しかし，

直接的には課題の解決につながっていない。中

教審答申「今後の地方教育行政の在り方につい

てJ(1998)以降は，基本的には!玄域化を奨励

する姿勢を維持しながらも，それでも広域化が

困難な市fll]干すに対しては国や都道府県が支援す

ることで小規模市町村教育委員会の職務遂行体

制を補強するように提案しており，ゆるやかな

方針転換が図られている。

(2)垂宜的補完のしくみと具体像

教育委員会の職務権限は多岐にわたる(地教

行法第21条)。文部科学大臣および都道府県は，

市町村がこれらの事務を適正に処理できるよう

に，必要な指導，助言ならびに援助を行うこと

ができる(地教行法第48条)。本稿のさす垂直的

補完は同条文による。つまり，上位部局から指

導，助言または援助を通して垂直的裕完するこ

とにより，とくに小規模市町村教育委員会にお

ける事務処理体制を補強するのである。当然な

がら，都道府県から市町村-への関与は，各市町

村の自主性，自律性を尊重し，非権力的なもの

でなくてはならない。

実際には，指導等によって小規模自治体教育

委員会の行政機能が補填されると問時に，同一

都道府県下における市町村'簡の教育行政サービ

スの格差を縮小するものとして機能している口

県費負担教職員制度に代表される教員人事行政

や教育課程行政，教員研修行政は一例である。

とくに後者 2つが指導主事を手段とした垂直的

補完であることは，中教審答申 (2013年)から

みてとれる。

垂直的補完に関しては教育事務所の機能に着

目した堀内の一連の研究がある。教育事務所

(自治体によって名称、は異なる)は都道府県教育

委員会の出先機関であり，都道府県教育委員会

の管理機能を鴇いながら 市町村4教育委員会へ

指導-支援等を行う刷。近年では，教育事務所

の役割，とくに指導行政分野ならびに人事行政

分野における役割が注目されており，実態把握

が進められている (31)。堀内は，小規模市l町村教

育委員会の指導行政や人事行政について，教育

事務所が補完機能を担っていることを明らかに

した。また，都道府県教育委員会一教育事務

所一市町村教育委員会の三層構造によって教育

行政資源が過度に重複していることを指摘し，

教育事務所単位による「新教育委員会」の新設

(堀内は具体的には I(筆者註-全国)約300の
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地方教育事務所単位での教育委員会設置による

地方教育行政の一層化j仰を示す。以降ではこ

の堀内案を「新教育委員会jと記し， 2015年改

正地教行法施行にかかる新教育委員会制度と芭

別する)による新たな地方教育行政制度の構想

を示す。小規模*1町村における教育行政上の困

難や課題を踏まえれば重層構造の解消による

行政資源の有効活用(効率化)の提起は一見説

得139である。しかし一方で，堀内自身が自覚す

るとおり，これによって機械的効率性と住民に

対する民主性の均衡を図る必要が後退するわけ

では決してない倒。すなわち，ここで懸念され

る民主性保障の脆弱化(教育行政と地域住民の

;jjE離)への対応が不可欠であり，新しい地方教

育行政機関構想、における重大なこの論点につい

て堀内は十分に論じられていない。

(3)小括

加治佐は教育委員会の政策実施過程として，

都道府県教育委員会から市町村立学校に対する

指導，助言，援助の内容とその経路に着目して

いる (34)。そこでは市町村立学校への指導経路を，

①都道府県教育委員会が市町村教育委員会を

「経由Jする場合，②都道府県教育委員会と市町

村教育委員会が「共向jする場合，③市町村教

育委員会を通さずに教育事務所や校長会・教頭

会等の管理職団体へ「直接J行う場合，の 3通

りに分けた。そして，①と②の場合では市町村

教育委員会は自らの職務遂行度を高めているも

のの，①の場合では市町村教育委員会は自ら指

導を行なわず，都道府県教育委員会に委任，依

存する状態になることを明らかにしたD

加治佐の研究の知見を分析の観点に重ねて考

えると，①と②の場合は市町村を指導経路に内

包するために，市i可村教育委員会を媒介とした

住民の民意調達の手段が確保されており，決定

過程における民主性が制度的に一定程度保障さ

れているといえる。これは地教行法第48条の本

来の趣旨にも沿っている。一方で，①のように

教育事務所，管理職団体等を通した「直接j指

導は実擦のところ多くで行われているが，この

場合は地域住民に近いとされる基礎自治体を通

過しないために民意調達の手段が限定される。

すなわち，決定過程における民主性が弱まる。

くわえて，市町村教育委員会を通過せずに「宜

接J指導を行なうことで，指導の過程における

煩雑さはいくぶん軽減される(効率化される)

だろうが，行政組織内部(ここでは市町村教育

委員会)における個別的条件，主体的意思への

は度の程度は低下することが予想される。つま

り，執行過程における民主性の低下を招く。結

果的に都道府県教育委員会に委任，依存してし

まえば，市町村教育委員会の事務処理体制強化

へと夜結せず，同条項の趣旨にそぐわない。な

により，文部行政が上意下達に傾き，地方分権

の潮流への逆行をまねきかねない。

以上の考察は現行の市町村教育委員会制度を

前提とする。堀内案と加治佐の知見を重ねて考

究すると，都道j荷県教育委員会の出先機関であ

る教育事務所を独立させ複数の近隣市町村で構

成する「新教育委員会jを新設したうえで，住

民および組織内部の手続的民主性のルートを確

保する組織体制が，一案として考えられる。こ

れは，堀内のいう地方教育行政の重層構造の解

消が最大の利点であり，行財政的なロスの軽減

へとつながる。

この場合は効率性の重視に傾倒するようにみ

えるが，一方で民主性の観点からみてどのよう

な意義をもつのか。 I由来月教育委員会Jの課題とし

ては，既述のとおり行政区域が広範になること

で地域住民数が増大するために，民意調達が従

来よりも国難となる点が挙げられる。したがっ

て，決定過程における民主性の側面からみて，

そのためのルートをいかに制度的に確保するか

が関われる D この課題については，教育委員の

任命や施策決定において住民の民意を反映でき

る仕組みを創出することが，ルート保障への対

応のひとつといえる。すなわち，基礎自治体を

媒介せずに「新教育委員会jが教育行政を実施

するのであれば，それと同時に住民と「新教育

委員会jを直接「つなぐ」ように制度的に整え

る必要がある。具体的には，教育委員会を住民

に積極的に公開し，公聴会の定期的な実施を制

度的に定めるなどして，行政と地域住民がとも

p
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に議論するなかで，協働して地域の「教育jを

議Jjるしくみが要される。これは，既存の水平的

補完事例にも同様のことがいえる。

なお，垂直的補完の場合は「タテJの政府間

関係にあるため，執行過程における民主性も尊

重される必要があることはいうにおよばない。

市町村ー教育委員会の自主性， 自律性を尊重する

ためには， i新教育委員会」と都道府県教育委員

会を対等に位置づけ，執行過程における民主性

を担保する法制度設計が必要であり，実現にあ

たっては権限の分担を含めた抜本的な制度改革

が必要である。

ここでは垂宜的補完と堀内「新教育委員会j

構想を重ねたうえで，民主性について検討を試

みた。しかしながら，教育委員会を取り巻く現

状，関連法令の大幅な改正の必要を考慮すると，

実現には多くの障壁(35)が残されている。当然な

がら，首長への教育行政権限移譲の議論を背景

とした教育委員会存廃論にみるに，その有効性

を踏まえた検討ーは一層必要である。

5.考察

本稿では民主性概念を分析の観点として，小

規模市町村教育行政における水平的補完ならび

に垂藍的補完の民主性がいかに雑保できるのか

をt食言すした。

まず，水平的捕完の場合は，教育委員の選出

方法と複数の政策アクターをめぐる手続的民主

性の問題が指摘できる。とりわけ前者について

は，実際の事例に鑑みても既存市町村ーブロック

単位の委員選出が慣例化している。市町村から

一定数の委員を選出することそのものが，民主

'1空jレートの確保として作用する側面があるもの

の，一方で，委員としての資質を備えた人材が

同一自治体内に複数名居住している場合は，必

すず、しも既存市罰町I村村a フブ。口ツクにi国酉執する必要はな

しい'0 地教行行.法のj趣也旨とも矛j届雷する O この点につ

いては法令のねらいと実態との話離が指檎でき

るため，法制度の整備が必要といえる。

つぎに，垂藍的補完の場合は，これまでに教

育事務所が市町村への指導，助言，援助を行っ

ており，ここでの手続的民主性，とくに行政組

織内部の執行過程における民主性がこれまで関

われてきた。上位部局の都道府県教育委員会教

育事務所から市町村教育委員会への指導等は，

場合によっては命令などと受け止められかねず，

その内容の拘束性が指摘されてきた。しかし，

小規模な市!lIJ村教育委員会にとっては教育事務

所の機能は重要であり，むしろ指導行政などの

専?引生が求められる分野については，その存在

の意義は大きい。堀内の「新教育委員会」案に

ついては，行財政資源のロス削減が可能である

一方で，水平的補完と同様に行政区域が従来よ

りも後半となるため，住民意思をくみ取る民主

性ルートの確保が要請される。具体的には「新

教育委員会jと住民を近接させ，公聴会等の機

会を制度的に保障することが考えられる。堀内

案は，特定教育政府のような新しい地方政府の

構想とも重なる部分がある。これについては，

地教行法のみならず，地方自治法との調整や財

政権等の総合的な制度設計，大111高な法整備が求

められる。

2013年の中教審答申を受けた翌年 6月に地教

行法が大きく改正され， 2015年4月に施行され

た。改革の大きなポイントとして，従来の教育

委員長織の廃止と新教育長職の創設，首長およ

び教育委員によって構成される総合教育会議の

新設，地域の実情に応じて策定する教育，学術

及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の

策定などが挙げられる (31))。

中Il!毎は，今回の法改正に至る中教審答申

(2013) に反対した教育委員会制度廃止論批判

に対して批判的検討を試みている (3九 中II!亀によ

れば，廃止論批判に与する教育行政学者からの

「教育行政の一般行政からの独立」原理の強調

は，教育行政の専門性で補強するものが多かっ

た。つまり，教育行政領域には首長部局で担え

ない専門性が存在するため，首長部局化(=廃

止論)に反対するという論理である。しかし中

嶋はこの議論に対して， i教育委員会による教育

事務の管理執行に対する主権者=住民による民

主主義的統制jを確立するという課題意識が決定

的に欠如していたJと批判する。つまり，廃止

論者は，教育委員会制度における民意反映ルー
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トの欠如を指摘し，首長部局への権限移譲を主

張する。それに対して教育行政学者は，首長が

議会の同意を得て任命する教育委員から構成さ

れる教育委員会はすでに民意が反映されている

として抗弁する。しかしこれはあくまでも形式

的な正当'性付与の任命手続きに過ぎず，これを

もって地方教育行政に民意が反映されていると

はいえないという。

中111，鳥の指摘を踏まえつつ，新教育委員会制度

のもとで首長による教育行政への関与が強まる

可能性を考慮すると，決定過程における民主{生

は首長ルート・議会ルートによるよりも，相対

的に教育委員会ルートによって確保し，素人統

制の役割が期待される教育委員を通して住民に

よる民主主義的統制を留っていくことが望まし

い。しかし，新制度のもとでは，教育長は首長

によって直接任命され，教育委員会内部におけ

る教育長の地位と権限が強化されることとなっ

た。これは，教育委員会組織内部における教育

委員の地位，権限の相対的低下とみてとれる。

結果として，教育委員を経由した民意反映ルー

トの狭小イヒを招く恐れがある。

ここで再度，教育委員会と地域住民がつなが

る機会を制度的に保障していく必要があること

が確認できる。すなわち，教育委員会が地域住

民との意思疎通や連携の仕組みを権保，発展さ

せていく主体的な取り組みがますます求められ

る。教育行政の民主性を検討するにあたっては，

教育行政それ自体が国民の章、識形成に機能する

側面も有していることが見逃されてはならない。

教育委員会と住民との遊離は，民主国家の一員

として由民に不可欠な主体性形成の機会の軽視

を招く。国民が教育問題の解決を民家権力に期

待しすぎることによって，当事者意識や自生的

問題意識の希薄化を生じかねない刷。由民，住

民の主体性形成の機会提供の側富からしても同

様のことがいえる。

小規模市町村の教育行政をめぐっては，効率

性追求の必要に伺意しつつも，新教育委員会制

度における民主性確保の制度設計が待たれる。

とくに，多くの過疎地域が抱える学校統廃合の

課題などは，教育委員会と住民の意見交換の場

や政策実施過程における協働が不可欠である口

水平的補完関係にある教育委員会は，複数自治

体によって構成されるために，単独自治体首長

の意向が直接的に教育行政へ反映される可能性

は少ない。しかし，垂宜的補完と同様に民主性

を確保していく努力の必要は変わらない。

新教育委員会制度のもとで小規模市町村が民

主性を確保するためには，民意の反映が期待さ

れる教育委員の選出方法を再考するとともに，

教育委員会をこれまで以上に開放し民意を回

収する制度構築を図りながら，住民と教育委員

会が協働していく姿勢が必要である。

本稿では小規模市町村における民主性の確保

について検討を試みた。今後は，実態としてそ

れがいかに確保されているのかについて，調査，

分析を進め，本稿の知見と重ね合わせて考究を

深める必要がある。
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A Tentative Assumption about A Guarantee for A Democratic Procedure 

in SmaU Municipal Boards of Education: From the Point of View 

of Complementarity of Educational Administration Capability 

Shoma MAKISE 

The purpose of this study is to examine how to guarantee a democratic procedure in sma]] city and town 

boards of education that experience problems in the operation of educational administration. Therefore， the 

focus was on horizontal and vertical complements. 111 addition， this paper aims to obtail1 indications on how to 

guarantee a democratic procedure in new boarc1 of ec1ucatiol1 systems. 

The cel1tral council for education has suggested horizontal and vertical complements for strengthening the 

educational ac1ministration capabiliiy in small municipal boarc1s of ec1ucation. The following presents the fmdings 

of this research. 

First， from the point of view of the actual status of horizontal complements， the method of electing 

committee members for boarc1s of edllcation emphasizing the role of control by laymen is not appropriate. 

Members' aSSllme roles as an institutional gllarantee. However， in some cases， members are thought of as 

representatives for local resic1ents. Under the new board of ec1ucation system， comprehensive edllcational 

conferences are held， and the mayor of a mllnicipality may be involvec1 in the ec1ucational policy process. 

Accorc1ingly， a fl.exible attitude in the election of committee members is required. 

Seconc1， small municipal boarc1s of ec1ucation reqllire greater efiiciency than larger boarc1s. Therefore， from 

the poInt of view of vertical complement， there is a need to group local ec1ucational administr‘ation systems 

requiring c1issollltion of stratified strllctures that have overlapping resources. However， when it comes to 

realization， there mllst be a guarantee for a c1emocratic approach in the process of c1etermination anc1 a 

democratic approach in the process of execlltIon 
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